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成績について：
出席は「欠格条件」

・やむを得ない理由で休む場合は必ず「届け」を提出
のこと
（できるだけ事前に、「学期末にまとめて」は不可）

・また休んだ分の課題を課しますので、必ず指示を受
けに来ること
（課題提示の翌週に提出、 「学期末にまとめて」は不可）

※届け、課題の提出がない場合は成績を出しません



小レポートについて：
A4でマークシート付きの小レポートを毎回終了
時に提出する。評価対象
・内容はその日の講義のまとめと「感想」
・ノートは別に取ること
・表の枠線の外に書かないこと（スキャンできず
欠席となる場合があります）

宿題について：
ほぼ毎回宿題を出します。評価対象
・期日厳守のこと



10月7日(月) 10:20-11:50（第1回）

10月14日(月) 体育の日

10月21日(月) 10:20-11:50（第2回）

10月28日(月) 10:20-11:50（第3回）

10月30日(水：月曜講義日) 10:20-11:50（第4回）

11月4日(月) 振替休日（文化の日）

11月11日(月) 休講（講義代替レポート（課外レポート：第5回目）を課す予定）

11月14日(木：月曜講義日) 休講（講義代替レポート（課外レポート：第6回目）を
課す予定）

11月18日(月) 10:20-11:50（第7回）

11月25日(月) 10:20-11:50（第8回）

12月2日(月) 休講（12/9の１コマ目に補講）

★12月9日(月) 8:40-10:10（第9回）、10:20-11:50（第10回）

12月16日(月) 10:20-11:50（第11回）

12月23日(月) 休講（講義代替レポート（課外レポート：第12回目）を課す予定）

1月6日(月) 10:20-11:50（第13回）

1月13日(月) 成人の日

1月20日(月) 10:20-11:50（第14回）

1月27日(月) 10:20-11:50（定期試験）もしかすると2/3の可能性もあるので注意
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講義代替（第5回分）レポート課題
• 小型家電リサイクル法（２０１４年制定）について、

①その必要性（なぜこの法律が必要なのか）を調べる

②実施するうえで問題となることを調べる

③問題となること（②）に対する解決方法を考察する

（A4サイズのレポート用紙（2枚程度以上）を使用して
下さい：横書き）

提出期限：11/18の講義時
講義終了時に出席レポートの次に重ねて提出

注意事項：ホッチキスでとめないこと、

折り曲げないこと、すべてのページに記名のこと

＜お知らせ：11/11は休講です＞ 6



講義代替（第6回目）レポート課題
• 講義資料6の「第5章（その１）」をレポートとしてまとめよ。

• 講義資料6に記載の宿題も提出のこと。

（宿題を含めA4サイズのレポート用紙（2枚程度以上）を
使用して下さい：横書き）

提出期限：11月18日の講義時
講義終了時に出席レポートの次に重ねて提出

注意事項：ホッチキスでとめないこと、

折り曲げないこと、すべてのページに記名のこと

<お知らせ：11/14（木：月曜講義日）は休講です> 7
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第１章

循環型社会形成の背景と理念



91.1 廃棄物処理の行き詰まりと循環社会

～日本における社会の移り変わり～

20世紀後半（高度経済成長）

➢生産活動：大量生産・大量消費・大量廃棄

➢人口：年平均1%程度の人口増加率

21世紀に求められること

➢適量生産・適量消費・最小廃棄を目指す循環型社会

➢自然環境や生活環境の保全



10法律の制定、改正

➢ 1900年 汚物掃除法

ごみ収集を市町村の事務として位置付け

➢ 1954年 清掃法

目的：汚物の衛生的処理と生活環境の清潔による

公衆衛生の向上

➢ 1955年～1973年 高度経済成長

➢ 1970年 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

目的：廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境

の保全と公衆衛生の向上を図ること
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1990年前後

➢ 廃棄物の焼却処理によるダイオキシン類発生

➢ 廃棄物の不法投棄・不適正処分の頻発と大規模化

➢ 埋立処分場による公共水域汚染

これらの問題により廃棄物処理施設の建設が困難

施設の安全性や安心感を高めるために技術やシステムが高度化

→廃棄物問題の抜本的解決を必要とする要因となった

廃棄物問題



12

➢ 2000年

循環型社会形成促進基本法
廃棄物処理やリサイクルを推進するための基本方針を定めた法律

目的：資源消費や環境負荷の少ない「循環型社会」の構築を促すこと

個別リサイクル法

容器包装リサイクル法 2000年施行

建設リサイクル法 2002年施行

家電リサイクル法 2001年施行

食品リサイクル法 2001年施行

自動車リサイクル法 2005年施行

グリーン購入法

廃棄物処理法、再生資源利用促進法の改正



13

➢廃棄物対策
ダイオキシン対策、処理処分施設確保、不法投棄・不適正処分根絶等

→廃棄物削減計画

市民・事業者の発生抑制努力、不用品のリユース、埋立処分量ゼロ化

➢循環型社会形成
生産業における廃棄物の減量化

不用品のリデュース

リユース・リサイクルの取組みが可能な製品作り

再商品化・処分システム

➢数値目標
2010年 埋立量半減(達成！)

2050年 最終埋立処分量1/10（究極的なゴミゼロ社会）

溶融を活用

具体的な取り組み
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➢2003年 循環型社会推進基本計画
物質フロー（マテリアル・フロー）指標を定めた

資源生産性：国内総生産（ＧＤＰ）/天然資源等投入量

約39万円/t（約28万円/t ）

循環利用率：循環利用量/（循環利用量＋天然資源等投入量）

約14%（約10%）

最終処分量：廃棄物最終処分量

約2800万トン（約5600万トン）

※2010年度目標値（括弧内は2000年の数値）→達成
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➢一般廃棄物の減量化目標

一人一日あたりに家庭から排出するごみの量

2000年比（平均約630g/人/日）で約20%減

一日あたりに事業所から排出するごみの量

2000年比（平均約10kg/日）で約20%減

➢産業廃棄物の減量化目標

最終処分量

1990年比（約8900万トン/年）で約75%減



16



17



18



本日の宿題

• 「廃棄物処理法」について調べ、その主要な目的（３つ
程度以上）を重要な順に並べてそれぞれの理由につい
てレポート用紙にまとめる

（A4サイズのレポート用紙を使用して下さい：横書き）

提出期限：次回講義日
講義終了時に出席レポートの次に重ねて提出

注意事項：ホッチキスでとめないこと、

折り曲げないこと、すべてのページに記名のこと
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